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吸収分割に係る事前備置書類 

 

(分割会社)大阪府東大阪市荒本西４丁目４番１４号  

株式会社サンワ  

代表取締役社長 霜野 祥章 

 

(承継     会社)兵庫県尼崎市西向島町１１１番地の４  

関通ホールディングス株式会社  

代表取締役社長 達城 利卓 

 

 株式会社サンワ(以下「分割会社」といいます。) 及び関通ホールディングス株式会社

（以下「承継     会社」といいます。）は、2026 年 5 月 15 日付けで吸収分割契約を締結

し、     2026 年 7 月 16 日(以下「効力発生日」といいます。) をもって、分割会社の運営す

る学校モール事業に関する権利義務を承継会社に承継させる吸収分割(以下「本吸収分割」

といいます。) を決定いたしました。 

 なお、本吸収分割は、     承継     会社においては、会社法第 796 条第 2 項に規定する簡

易分割に該当するため、株主総会の承認を経ずに本吸収分割を決定しております。 

 

記 

 

1． 吸収分割契約書 

別紙１記載の通りです。 

 

2． 分割対価の定めの相当性等に関する事項 

（１）分割対価の定めの相当性 

承継     会社が本件分割の対価として分割会社に対して交付する金 1,700 万円（以下

「本件対価」という。）は、本件分割により承継     会社に承継される資産および負債

の状況、並びに分割対象事業の売上実績等の諸要因を総合的に勘案し、当事者間にお

いて誠実に協議を重ねて決定したものであり、相当なものであると判断しておりま

す。 

 

（２）算定の根拠 

本件対価の額は、分割会社における分割対象事業の財務状況、および後記「５．分割

する事業の経営成績」に記載の同事業における 2025 年 3 月期の売上実績を基礎と

し、当事者間の交渉の結果に基づき合意に達した金額であります。なお、当該事業部

門単体の利益については、配賦することが困難な費用等があるため算定を行っており



ませんが、上記売上実績および承継資産・負債の状況に照らし、本件対価の額は妥当

なものと判断しております。 

 

3． 株式を分割会社の株主に交付する旨の決議に関する事項 

該当事項はありません。 

 

4． 新株予約権の定めの相当性に関する事項 

該当事項はありません。 

 

5． 計算書類等に関する事項 

（1） 分割会社の最終事業年度に係る計算書類等 

1 最終事業年度に係る計算書類等     の内容 

別紙 2 記載の通りです。 

 

2 最終事業年度の末日後の日を臨時決算日とする臨時決算書類等の内容 

該当事項はありません。 

 

3 最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財

産の状況に重要な影響を与える事象の内容 

該当事項はありません。 

                                                             

（2） 分割する事業の経営成績（2025 年 3 月期実績） 

1 承継する事業部門の内容  

学校向けアプリ・サービスの開発と運用 

 

2 承継する事業部門の経営成績（2025 年 3 月期）       

 分割対象事業部門(a) 分割会社実績(b) 比率(a/b) 

売上高 8,869,331 円 2,004,883,742 円 0.44％ 

     （注）配賦することが困難な費用等があるため、承継する事業の売上のみ開示しており

ます。    

3 承継する資産、負債の項目及び金額  

流動資産 2,298,946 円 流動負債 20,078,287 円 

固定資産 17,400,000 円 固定負債 0 円 

資産合計 19,698,946 円 負債合計 20,078,287 円 

 



6． 承継会社において最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負

担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容 

  該当事項はありません。 

      

      

7． 吸収分割が効力を生ずる日以後における     承継     会社の債務の履行の見込みに関す

る事項 

 本吸収分割の効力発生後の承継     会社の資産の額は、負債の額を十分に上回ること

が見込まれます。また、本吸収分割の効力発生後の承継     会社の収益状況及びキャッ

シュ・フローの状況について、債務の履行に支障を及ぼすような事態は現在のところ

予測されておりません。よって、本吸収分割の効力発生後における承継     会社の債務

について     履行の見込みがあるものと判断いたします。 

 

8． 吸収分割     契約等備置開始後の本吸収分割     が効力を生ずる日までの間に、上記事

項につき変更が生じたときにおける当該変更後の内容 

 事前開示の開始日以降に、上記に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の内容

を直ちに開示いたします。 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別紙１ 

 



 



 
 



 
 



 



 
 

 

 



別紙２ 

 

 























 
 





 


